
（２）行政計画への位置付けについて  

■今年度の特徴  

約７割が、何らかの行政計画においてレジ袋削減の取組について位置付けてお

り、「廃棄物処理計画において位置付けている」が５割強と最も多く、「行政計画

において位置付けていない」が３割弱である。  

地域ブロック別に見ると、一部を除く多くの地域で「廃棄物処理計画において

位置付けている」割合が高くなっている。  

 

行政計画への位置付けについて（複数回答）（市区町村）	

 

 

○	「自治体の廃棄物処理計画において位置付けている」が 386 件（52％）、「行政計画に

位置付けていない」が 214 件（29％）、「その他の行政計画において位置付けている」

が 184 件（25％）、「分別収集促進計画において位置付けている」が 179 件（24％）と

なっている。 
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【地域ブロック別】行政計画への位置付けについて（複数回答）（市区町村）	
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